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■証明書を発行する事業者又は民生・児童委員に関する項目

証明日

事業所名

代表者名

所在地

電話番号

担当者名／記載者連絡先

■就労状態等に関する事項

雇用(予定)期間等

雇用の形態

就労時間
（固定就労の場合）

就労時間
（変則就労の場合）

就労実績
※日数に有給休暇を含み
時間数に休憩・残業時間
を含む

○雇用の形態について該当する項目にチェック（レ点記入）してください。
　※自営業の場合は、「自営業主」（個人事業主、経営者、代表者等）又は「自営業専従者」又は「家族従業者」（自営業主と親族関係にある生計を一にする
者で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者）のいずれかにチェック（レ点記入）してください。
　※「契約社員」等の場合で、「会計年度任用職員」にも該当する場合は、「会計年度任用職員」にチェック（レ点記入）してください。
　※「パート・アルバイト」「派遣社員」「契約社員」「会計年度任用職員」のいずれにも該当しない非常勤・臨時職員である場合、「非常勤・臨時職員」にチェック
（レ点記入）してください。　※雇用の形態に該当する項目がない場合は「□その他」にチェック（レ点記入）し、簡潔に記載してください。

○「月・火・水・木・金・土・日・祝日」のうち、通常の就労日について該当する項目にチェック（レ点記入）してください。［複数選択可］
○就労の合計時間（月間）についてを記載してください。
　※雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間（実績）ではありません。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間
数を記載してください。
　※雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、４（週）を乗じた時間を記載してください。
　※雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、12（月）で除した時間を記載してください。
　※雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間の月間の合計時間数についても
記載してください。
○一月当たり、一週当たりの就労日数について記載してください。
　※雇用契約に基づく就労日数であり、実際に就労した日数（実績）ではありません。
　※雇用契約上、月当たりの就労日数が定められている場合、週当たりの就労日数欄には、４（週）で除した日数を記載してください。
　※雇用契約上、週当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には、４（週）を乗じた日数を記載してください。
　※雇用契約上、年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12（月）で除した日数、週当たりの就労日数欄には48（週）で除し
た日数を記載してください。
○就労時間帯は、「24時間表記」で記載してください。
　※夜間勤務など日をまたぐ場合には、０時～29時の幅（例えば22時から翌朝５時まで就労する場合は「22時00分～29時00分」）で記載してください。
○平日、土曜、日祝毎に就労時間時間帯を記載してください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含め、当該時間帯における就業規則等で定められている休憩時間数（分）についても記載してく
ださい。
　※平日、土曜、日祝のいずれか就労がない場合は空欄で結構です。

○日々の就労時間が定められていない就労者について、雇用契約に基づく就労時間を記載してください。
○月間又は週間の就労時間（合計）についてを記載してください。
　※雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間（実績）ではありません。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就業規則
上の就労時間数を記載してください。
　※雇用契約上、１日当たりの就労時間が定められている場合、５（日）を乗じて、「週間」の就労時間を記載してください。
　※週間の労働時間を記載いただいた場合、当該時間に４を乗した時間数を月の就労時間とみなします。
　※雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩に限る。）は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間の月間又は週間の合計時間数に
ついても記載してください。
○一月当たり又は一週当たりの就労日数について記載してください。
　※雇用契約に基づく就労日数であり、実際に就労した日数（実績）ではありません。
　※雇用契約上、年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12（月）で除した日数、週当たりの就労日数欄には48（週）で除し
た日数を記載してください。
○就労時間帯は、「24時間表記」で記載してください。
　※夜間勤務など日をまたぐ場合には、０時～29時の幅（例えば22時から翌朝５時まで就労する場合は「22時00分～29時00分」）で記載してください。
○主な就労時間帯・シフト時間帯について、最も可能性の高い（勤務回数の多い）時間帯を記載してください。
　※雇用契約上、コアタイム等の定めがない場合も、想定される最も標準的な時間帯を記載するようにしてください。
　※シフト勤務の場合は、市区町村による保育の必要性認定に必要となる場合のみ、シフト表の追加提出等を求める場合がありますので御承知おきくださ
い。

○直近３か月の１か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近３ヶ月において１月分の就労実績がない場合
は、育児休業等取得前の（産休・育休等取得月を除いた）就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載して
ください。
　※新しい年・月から記載してください（例：○○年６月、○○年５月、○○年４月）。
　※有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
　※残業時間は就労時間数に含めてください。
　※休憩時間（就業規則等で定められている休憩時間に限る。）は就労時間数に含めてください。
　※育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績（実際に当該月に勤務した実績）を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。

【就労証明書】記載要領
【就労証明書の目的】
・この証明書は、放課後児童クラブに入所を希望する（入所している）保護者の方が、就労により家庭で児童を保育できないことを証明す
るための書類です。
・この証明書は、放課後児童クラブに入所を希望する（入所している）児童と同一敷地内に居住する　保護者等（65歳未満の祖父母等を含
む）のうち、就労している方について提出していただきます。

＜証明書を記入していただく事業所の担当者の方へ＞
・証明書に記載された内容等の確認のため、有田町役場の担当者から問い合わせをする場合もありますので、　あらかじめご了承くださ
い。
・育児休業中の場合は、育児休業期間に記入してください。期間終了日の翌日を職場復帰日とみなしますが、特殊な形態の場合は備考
欄に記入してください。
・不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わせください。

＜保護者の方へ＞
・証明書に記載された内容等の確認のため、勤務先等に問い合わせをする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・証明書は、必ず勤務先の方に記入してもらってください。証明内容に不正が認められた場合は、放課後児童クラブへの入所を取り消す
場合があります。
・証明書提出後に勤務先や勤務条件等が変更になった場合には、再度、変更後の就労証明書を提出してください。
・不明な点がありましたら、右記担当までお問い合わせください。
　

本人就労先事業所

○証明日（証明書発行日）を記載してください。　※年の欄は西暦で記載してください。

○証明書を発行する事業者の名称（法人名）を記載してください。
　※証明書の発行に責任を持つ企業・組織・団体名等を記載してください。　※個人事業主の場合は事業者の名称を記載してください。

○代表者（法人の代表者や個人事業主）の氏名を記載してください。
　※代表者に該当する者がいない場合又は事業所側で証明権限を代表者以外に付与している場合には、当該証明権限を有する証明書の内容に責任を持つ者の氏名を
記載してください。
○証明書発行事業所の住所を記載してください。
　※証明書の証明対象となる者（以下「本人」という。）の就労先住所ではない点に注意してください。

○証明書発行事業所の電話番号を記載してください。

○証明書の内容について、自治体からの事務的な連絡を受ける場合の担当者名/電話番号を記載してください。

○雇用期間について「□無期」か「□有期」にチェック（レ点記入）してください。
○雇用期間について「□無期」の場合は雇用開始日のみを、「□有期」の場合はその期間を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。　※契約内容の変更を予定している場合、変更前の契約が終了する日を終期として記載してください。

○右上欄に記載の事業所名（証明書発行事業所名）と異なる場合は本人が実際に働いている事業所の名称を記載してください。

○右上欄に記載の所在地（証明書発行事業所住所）と異なる場合は本人が実際に働いている勤務先の住所を記載してください。
　※実際に働いている就労場所が複数存在する場合は、主たる就労先の住所を記載するようにしてください。
　※就労場所が存在しない場合には、自宅等就労時に本人が主として存在している場所を記載するようにしてください。

〒844-0027    佐賀県西松浦郡有田町南原甲６６４番地４
有田町子育て支援課（福祉保健センター１階） ℡ ０９５５－２５－９２００


